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辺環境や事例の特徴などと利用者の理由との関係から，
ニーズに応じた取り組みが見受けられる。また，民家や
店舗の改修等で自前の拠点を構える事例は拠点性が高
く，自由な形態のイベントが開催できることは，利用者
の利用理由になり，遠方からの利用者にとっては，拠点
性の高さ，イベントやテーマの面白さは利用者の新たな
コミュニティへの参加を誘発する要素だと考えられる。
地域の居場所事業は，自治体が関与する場合だけでも
それぞれの地理的条件等を踏まえて事業ごとに利用者
の属性や居住地，利用する理由など，特色が異なると
考えられる。事業所ごとの特性とともに，基礎自治体が
他の政策との兼ね合いで地域の居場所事業をどのよう
に位置づけているかも大きい。地域の居場所に行政が
関与するとは自治体が主体となる居場所づくりとしての
知見を人口集積地だけでなく，13の各地区に広く設置
される居場所は，その地区だけでなく地区や市を超え
た利用が見られ，自治体の居場所事業であるが故の立
地特性や，公的な居場所への介入の可能性が示された。
謝辞　
本研究にご協力いただきました皆様に，篤く御礼申し
上げます。

注釈

注１）文京区社会福祉協議会が行う「地域の居場所づくり」区内全域

に地域福祉コーディネーターを配置し，住民の実情を把握すべく，

公共の施設内への交流スペース設置や共同住宅の集会所活用のほ

か，空き家や空きビル等の遊休建物を活用する取り組みである。

注２）藤沢市地域の縁側事業とは，住民同士のつながりや支え合い

を大切にしながら，人の和を広げ，誰もがいきいきと健やかに暮

らせるまちづくりを目指して，多様な地域住民が気軽に立ち寄れ，

地域の相談窓口としての機能等も備えた場と位置づけ，市として

の整備，運営等を支援し，人と人とのつながりを強め，地域の絆

や助け合いのコミュニティを醸成し，暮らしやすさを高めること

を目的とする。

　藤沢市地域の縁側事業実施要領 第２条　制定 平成 29 年 ３月

31 日　改正　令和４年 ３月 31 日 < https://www.city.fujisawa.

kanagawa.jp/koreifu/documents/engawayouryou2.pdf>，（参照

2022.01.07）

注３）ここでの人口とは，令和４年１月１日現在，総務省がまとめる

住民基本台帳に基づく人口である。東京都は 13794933 人，神奈

川県は 9215210 人と上位の２都道府県である。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_

jinkoudoutai-setaisuu.html　（参照：2023.03.01）

注４）Ⅱ型で使用している「委託」とは，「Outsource」という意味

で用いており，Ⅲ型で使用する「協働」とは「Co-production」と

いう意味で用いている。

注５）藤沢市が設定している「地域の縁側」の設置・運営類型は以下

の通り

■［基幹型］：高齢者などへの相談支援，介護予防，生きがいづくりを

中心に，多世代交流の促進を目的とした誰もが立ち寄れる居場所と

なっている。高齢者の生活支援サービスの体制整備のため，資源開

発やネットワーク構築を行う「生活支援コーディネーター」が配置

されている。

■［基本型］は，高齢者，障がい児者，青少年，子どもなどの誰もが

気軽に立ち寄れる居場所で，気軽な相談ができる。より手厚い支援

が必要なケースに対しては，適切な専門機関との連携支援ができる

ような体制整備をしている。

■［特定型］は，高齢者の居場所，子育てサロン，障がい者交流サロ

ンなど，特定の利用対象者の誰もが自由に集い，交流できる居場所

として定められている。

注６）「市民の家」とは，市民のだれもが，一定のきまりの下に，自

由に集い，語らい，学び，触れ合う場として利用することができ

るコミュニティ施設。地域の活動や親睦を深める場として利用さ

れている。1975 年度から「１小学校区に１施設」を目標に建設が

進められ，2007 年度に市内全ての小学校区に１施設以上 41 ヵ所

に設置され，年間 40 万人を超える方々に利用されている 10）。

注７）利用者数は日により大きな変動が見られるが，およその人数で

回答いただいている。
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都市部における遊休建物を活用した「地域の居場所」の整備方策に関する研究 

―東京都文京区内の発意者が異なる2事例を比較して― 

A STUDY ON THE MEASURES TO PROMOTE “LOCAL COMMUNITY” USING UNUSED FACILITIES IN 
URBAN AREAS 

-About comparison of two cases with different initiator” in Bunkyo-ku, Tokyo– 
 

○落合 正行＊ 
Masayuki OCHIAI 

 
 

The purpose of this study is to derive a maintenance policy for "local community" that utilizes idle buildings. 
In this study, we conducted a literature survey, interview survey, and questionnaire survey in order to clarify the characteristics of the 
development from planning to utilization, targeting "KOBINATABOKKO" and " HIKAWASHITATSUYUKUSASO",, which were 
initiated by different originators of "local community". As a result, it clarified below; (1) Improving the independence of initiators 
through the role of support organizations, (2) Importance of connections between stakeholders in the initial stage, (3) Key points for 
each of the three stages of the development process. 

                               
Keywords: Unused facilities, Local community, Measures to promote, Initiator 

遊休建物，地域の居場所，整備方策，発意者 
                                  

１. はじめに 

１.１ 研究の背景 

わが国では，少子高齢社会によって核家族化が進行

し，地域コミュニティが希薄となる中，高齢者や子育て

世帯の母親らの社会的孤立等から，孤独死や引きこも

り，虐待，共働き世帯の子どもの孤食といった問題が各

地で見受けられている 1）。これらの問題に対して，地域

共生社会の実現を目指し，自治体ごとに社会福祉活動

を推進する社会福祉協議会注 1)によって，課題解決に向

けた人と人との繋がりを生み出す「地域の居場所（以

下；居場所）づくり」が進められており，集会所や公民

館，小学校，幼稚園，寺社等の様々な地域施設が活用さ

れている 2）。中でも，本研究で対象とする東京都文京区

の文京区社会福祉協議会（以下；文社協）は，区内全域

に地域福祉コーディネーター注 2)を配置し，居場所づく

りに関わる補助制度を充実させるとともに，遊休建物

を有効活用した居場所整備を先進的に推進している 3）。

こうした取り組みは，都市部でも増加する空き家や空

き店舗等の遊休建物の地域的活用の有効な手段となる

他，縮小する公共施設の代替案，自助共助に繋がるコミ

ュニティ形成にも期待できることから，今後も促進し

ていくべきであると考える。 

そのような中，筆者らはこれまで文京区内にある空

き家や空き店舗等の遊休建物を活用した居場所づくり

の実態調査を行なってきた 3）4）。その中，居場所づくり

の経緯は各施設で様々であるものの，遊休建物を活用

する契機には「居場所づくりの発意者」が関わっている

ことが多く、その後の建物の改修内容や，居場所開設後

の取り組みにも影響することから，発意者ごとの居場

所づくりの要件整理の重要性がみえてきた。2021年 12

月現在，区内に存在する遊休建物を活用した居場所は

全 5 件あり，各施設の概要は図 1 に示す通りである。

このうち「居場所づくりの発意者」に着目してみると，

個人や町会，協同組合がみられるが，大きく建物所有者

と建物借用者からなることがわかる。 
１.２ 研究の目的 

そこで，本研究では遊休建物を活用した「地域の居場

所づくり」の促進に向けて，発意者からみた居場所づく

りの整備方策を導出すべく，居場所づくりの発意者が

建物所有者・借用者と異なり，同様の開設年および運用

年である「こびなたぼっこ」と「氷川下つゆくさ荘」の

2 事例注 3)を対象に，計画段階から活用段階に至るまで

の整備上の特徴を明らかにすることを目的とする。 

なお，本論に関連する既往研究として，まず空き家や

空きビル等の福祉転用の幅広い取り組みをまとめた森

ら 5）の一連の研究成果があげられ，企画・設計から運

営に至るまで段階に分けながら，そこを利用する人々

の運用上の工夫や効果等が整理されている。 

その中，本研究の対象である「地域の居場所」に関わ

るものでは，東海 3県を対象に空間・運営・支援体制の

状況から全体傾向をまとめた小松ら 6）の研究があり，

既存建物の空間的な差異のみならず，その立地や地域

支援のあり方の重要性を示唆する他，盛永ら 7）の研究

でも運営者の観点から，空間整備に加えて地域の人的

  ＊日本大学理工学部まちづくり工学科 助教・工博  Assistant Prof., College of Science and Technology, Nihon University 
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ネットワークや公的支援の課題を明示する等，あらゆ

る関係者によって成立する居場所ゆえの問題点が指摘

されている。 

このような課題に対して，本研究でも着目する地区

社会福祉協議会の取り組みがあげられるが，これにつ

いては中村ら 8）の空き家を活用した住民福祉活動拠点

に関する全国調査による報告がみられるものの，研究

としての蓄積が乏しい現状である。 

これらを踏まえると，文社協による遊休建物を活用

した居場所づくりを取り上げ論究することは意義があ

るとともに，発意者の差異に着目して整備プロセスを

比較・考察したものはみられないことから独自性を有

するといえる。 

 

２．研究方法 

２.１ 調査対象施設の概要 

本研究の調査対象施設 2事例について，まず図 2①に

示す，居場所づくりの発意者が建物所有者の「こびなた

ぼっこ」は，東京都文京区小日向地区に位置する築約 60

年の木造建築である。当該建物は文京区内在住の隣地

で店舗を営む建物所有者が親族から譲り受けたもので，

2016 年に 1 階の米殻店が閉店以降は空き家となってお

り，その使途が検討されていた。通常の賃貸物件では大

幅な改修が必要となり，建物所有者は費用負担が大き

くなるため，その使い方に悩んでいた。 

一方，図 2②に示す，居場所づくりの発意者が建物借

用者の「氷川下つゆくさ荘」は，東京都文京区千石地区

に位置し，前者と同様の築約 60 年の木造建築である。

当該物件の借用者である生活協同組合が当初から居場

所活用を予定しており，2018 年に 1 階の介護用品店が

閉店後，空き店舗となったことから進展した。1階は 4

つの区画からなる店舗であるが，計画が検討された時

には 2 区画が空き店舗，残り 2 区画が生活協同組合の

事務所と倉庫として使用されていた。 

２.２ 研究の構成と調査・分析方法 

本研究は以下の構成からなる。 

① 居場所づくりの発意者が異なる 2 事例の整備実態

の把握 

居場所づくりの発意者が建物所有者の「こびなたぼ

っこ」と建物借用者の「氷川下つゆくさ荘」の，2事例

における居場所づくりの整備実態を捉えるため，文社

協からの提供資料（居場所づくりの際の記録簿等）によ

る資料調査に加えて，より詳細な状況を把握するため

文社協の各施設担当者へのアンケート調査または聞き

取り調査を実施する。さらに，居場所づくりの整備関係

者を対象に聞き取り調査を行い，遊休建物の活用検討

から活用開始までの一連のプロセスについてそれぞれ

把握する。 

② 居場所 2事例の整備プロセスの比較と評価 

次に，発意者の異なる居場所 2 事例の整備プロセス

を比較・分析するため，①で捉えた整備実態をもとに関

係者の関わりを示す模式図を作成し，整備上の特徴を

把握する。さらに，事例ごとに建物所有者または居場所

運営者へアンケート調査を行い，それぞれの評価を考

察することで，その特徴を明らかにする。 

①こびなたぼっこ 

位置図 建物概要 

 

築年数 約 60 年 

構造・階数 木造・2 階建て 

従前用途 
1 階：米殼店 
2 階：住宅 

 
 ②氷川下つゆくさ荘 

位置図 建物概要 

 

築年数 約 60 年 

構造・階数 木造・2 階建て 

従前用途 
1 階：介護用品店 
2 階：共同住宅 

 
※写真は全て文社協提供 

図 2 調査対象施設 2 事例の概要［筆者作成］ 

 

居居場場所所づづくくりり  
のの発発意意者者  

建建物物所所有有者者  建建物物借借用用者者  

個人 町会 協働組合 
施設名称 こびなたぼっこ 坂下テラス こまじいのうち 風のやすみば 氷川下つゆくさ荘 

施設内の様子 

     

施設運営者 
小日向居場所づくり 

プロジェクト実行委員会 
坂下テラス運営委員会 NPO 法人居場所コム NPO 法人風のやすみば 

千石 3 丁目居場所づくり 
プロジェクト実行委員会 

開設年 2020 年 2019 年 2013 年 2013 年 2020 年 

改修内容 

築 60 年の木造 2 階建ての空き店
舗を改修．1 階を中心に，基礎・
筋交いの新設，仕上げ材や畳のや
り替えの他，キッチンのやり替
え，ライティングレールの設置，
カウンターの設置等． 

築 60 年の木造平屋建て空き家を
改修．菓子工房とシェアする形で
手前の一室を居場所に利用．壁面
の構造補強の他，通りに面した開
口部をガラス張りとし，縁側を設
置． 

築 60 年の木造 2 階建ての空き家
を改修．1 階の未使用の部屋と 2
階を全面改修．一部間仕切り壁の
撤去し，2 階は 2 室を 1 室にする
等して，広く多目的に活用できる
よう改修． 

不明 

築 60 年の木造 2 階建ての空き店
舗を改修．1 階の 3 区画を改修し
構造補強を行った．一部間仕切り
壁を撤去し，キッチン・トイレの
増設，収納スペースの設置の他，
前面開口部は掃き出し窓に改修． 

従前用途 米殻店 住宅 住宅 クリーニング店 介護用品店 

図 1 文京区内の遊休建物を活用した居場所［筆者作成］ 
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③ 発意者からみる居場所づくりの整備方策の導出 

②を踏まえて，計画段階から活用段階に至るまでの

計画的特徴をまとめるとともに，遊休建物を活用した

「地域の居場所づくり」の促進に向けた発意者ごとの

居場所づくりの整備方策の導出を試みる。 

 

３. 発意者が異なる 2事例の整備実態の把握 

３.１ 建物所有者発意の「こびなたぼっこ」の整備実態 

本節では，居場所づくりの発意者が建物所有者である

「こびなたぼっこ」を対象に，遊休建物の活用検討から

活用開始までの一連のプロセスを把握し，建物所有者

発意による遊休建物を活用した居場所づくりの整備実

態を明らかにするため，表 1 に示す調査を実施した。そ

の結果を関係者ごとに時系列で示したものが図 3 であ

り，実際の様子が写真 1〜4，改修前後の図面が図 4 で

ある。以降は，これらをもとに「活用検討期」「設計・

工事期」「活用開始期」の 3期に分けて考察する。 

① 活用検討期 

図 3−[A]より，「こびなたぼっこ」は，空き家となっ

ていた当該建物の所有者が，町会行事を介して居場所

づくりを推進する文社協に相談したことから始まった。

隣地で商店を営む建物所有者は，日頃から高齢者の相

談に応じることが多く，居場所の必要性を感じていた

という。さらに，前章 1節で述べた通り，通常の賃貸物

件としての使用も検討されたが，多額の初期投資が必

要となるため活用が懸念されていたという。一方，文京

区では居場所の建物整備費への補助注 4)があることから，

居場所活用へと繋がったことが聞き取り調査からわか

った。 

他方，相談を受けた文社協は，地域外の活動団体にも

呼びかけ，町会や PTA を交えて地域ニーズの把握およ

び協力者らの体制づくりが行われた。その後，建物所有

者および文社協，協力者等の関係者が集まり準備会を

発足し，居場所の活用方針の検討や，関係者らによるコ

アメンバー間の意識共有が図られた（写真 1）。このよ

うに，居場所整備への資金補助や，議論の場である準備

会の発足等，文京区ならびに文社協の支援によって居

場所の活用検討が進展した実態を捉えた。 

 年月 
関係者 

実際の様子 
建物所有者 文社協 町会 サロン代表 PTA その他 工務店 

[A] 
活 
用 
検 
討 
期 

2018 建物所有者が配達業をしている中
で，地域課題を認識 

      

 

写真 1 準備会の様子 

 

写真 2 解体工事の様子 

 

写真 3 改修会議の様子 

 

写真 4 イベント時の様子 

▼   
町会員の建物所有者が文社協に空
き店舗の活用を相談 

◀ 町会行事の中で文社協が「地域の居
場所づくり」を紹介 

2019/2     
 

   

 「ふれあいいきいきサロン」の
登録者で居場所づくりに関心の
ある人を誘う 

 地域外であるが
誘いを受けて事
業に参加 

   

   ▼    
様々な人から他の活用用途の相談
を受ける 

 地区別見守り交流会：居場所のニーズを把握し，取り組みへの協力を確認  
 文社協から呼びかけ  

   

   
2019/12 第 1回準備会：居場所の意義についての勉強 

→参加者自身が地域住民のために何ができるかを発表 
 

  
2020/1 第 2回準備会：居場所での方針立て 

→ワークショップ形式で居場所のコンセプトを発表 
 

  

[B] 
設 
計 
・ 
工 
事 
期 

2020/2 第 3回準備会：改修内容の決定 
→ワークショップ形式でグループに分かれて発表 

 

2020/3 新型コロナウイルス蔓延 
▼       

町会メンバーをコアメンバー
に推進 

 第３回準備会の図面を渡す     詳細図面の作成 

▼       
コアメンバー会議：助成金詳細説明と顔合わせ   

▼     解体中，既存図
面にない鉄骨補
強を発見 

予算を建物全体に使用 

       
改修会議：現地で改修案の最終確認   

2020/7 工事引き渡し 

[C] 
活 
用 
開 
始 
期 

2020/7 内覧会  
▼  

2020/8 第 4回準備会：居場所の名前総選挙 
→投票形式で日程を分けて開催 

 

2020/9 オープン 
2020/10 「こまじいのうち」に視察   
2020/11 子育てサロン開始  
2021/1 バザー開始  

2021/3 新型コロナウイルスの影響により，単発的な活動に留まる  

【凡例】■：建物所有者の関与あり ■：建物所有者の関与なし →：事柄の動態方向 ▼：内容の遷移 ※写真は全て文社協提供 

図 3 「こびなたぼっこ」の整備プロセス図［筆者作成］ 

表 1 調査概要 
資料調査 

日付 2021 年 7月 12 日（月）〜9 月 6 日（月） 
対象 文社協からの提供資料 

内容 活用経緯／活用の流れ／計画図面 
アンケート調査 

日付 2021 年 8月 24日（火） 
対象 文社協の当該施設担当者 

内容 活用経緯／活用の流れ／建物所有者との関係性 
聞き取り調査 

方法 オンライン方式 対面方式 
日付 2021 年 8月 29 日（日） 2021 年 12 月 17日（金） 

対象 建物所有者 設計者 
内容 活用の流れ／活用開始前後の動向 設計時の工夫点 

 

バザーの 
案を導入 

当該施設の名前の候補を地域住民に募る 

▼居場所の機能を言語化 

▼居場所に対する認識を共有化 

地域のキーパーソンから居場所
づくりの協力を得る 

自己負担が大きく実現 
出来ず 

▼大人数での会議を一時中断 

▼改修案調整 
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② 設計・工事期 

図 3−[B]より，設計・工事期に入ると，第 1・2 回準

備会において関係者らにより改修内容が議論された。

ここではワークショップ形式で様々な改修アイデアが

出され，後に準備会参加者の繋がりで関わることとな

った工務店により図面化された（図 4）。工務店の設計

者は改修実績が豊富だったことに加え，あらかじめ文

社協から居場所の情報を得ていたことから積極的に関

与し，地域の話題性や利用者の愛着に繋げようと意識

して設計したという。そのため，図 4に示す欄間の保存

や精米機を柱として利用する等の既存店舗の特徴を活

かした改修となったことが聞き取り調査からわかった。 

一方，第 3回の準備会の直後に，新型コロナウイルス

の蔓延によって対面での会議ができず，コアメンバー

間の繋がりが希薄になった。しかし，文社協が中心とな

り関係者一人一人と連絡を取り合い意見集約に努めた

ことや，工事中の進捗状況をこまめにメールで共有し

ていたことで，このような状況下でも滞りなく進行し

たという。さらに，当該建物は店舗のため 1階間口の耐

震性が疑われたが，解体後に鉄骨補強が施されている

ことが判明し（写真 2），隣地で商店を営む建物所有者

のいち早い判断もあり，建物全体の補強工事に予算を

回すことができたという（写真 3）。聞き取り調査によ

ると，こうした文社協の働きかけが，建物所有者の安心

に繋がったことがわかっており，関係者間で良好な関

係を築き，建物所有者に寄り添う文社協の役割は重要

であるといえる。 

③ 活用開始期 

図 3−[C]より，活用開始期である現在は，誰でも利用

できる開放的な居場所として運営を行っている（写真

4）。しかし，新型コロナウイルスの影響は続き，居場所

では単発的な活動に留まっており，建物所有者はより

多くの地域住民に居場所の存在を知ってほしいと，

日々の周知活動を行っているという。このように，建物

所有者自らが主体的に居場所を広める活動を行なうの

も，文社協の働きかけの効力の一つといえよう。 

以上より，本節では建物所有者の発意によって実現

した居場所「こびなたぼっこ」を対象に，3期に分けて

居場所整備の実態を述べてきたが，支援組織である文

社協の働きかけが居場所整備の円滑化を図るとともに，

居場所整備の進展にともない建物所有者の主体性が向

上するという変化も明らかになった。 

３.２ 建物借用者発意の「氷川下つゆくさ荘」の整備実

態 

本節では，居場所づくりの発意者が建物借用者であ

る「氷川下つゆくさ荘」を対象に，遊休建物の活用検討

から活用開始までの一連のプロセスを把握し，建物借

用者発意による遊休建物を活用した居場所づくりの整

備実態を明らかにするため，表 2 に示す調査を実施し

た。その結果を関係者ごとに時系列で示したものが図 5

であり，実際の様子が写真 5〜9，改修前後の図面が図

6である。以降では，これらをもとに前章と同様に，「活

用検討期」「設計・工事期」「活用開始期」の 3期に分け

て考察する。 

① 活用検討期 

図 5-[A]より，「氷川下つゆくさ荘」は当該建物の借

用者が以前から他の居場所活動に参加したり，居場所

の運営経験 9）があることから，文社協に相談し始まっ

た。それを受けて，文社協は日頃の福祉活動から得られ

た人的ネットワークを活かし，当該地区および周辺の

町会，地域団体，民間企業等に呼びかけた他，行政職員

も参加し，計 2 回の準備会を開催した（写真 5）。準備

会では当該地区の課題を踏まえ，求められる居場所の

イメージを共有しながら各自の関わり方について議論

された。このように文社協のこれまでの居場所づくり

の実績と日頃の人的ネットワークにより，居場所づく

りの関係者構築が図られるといった実態が捉えられた。 

② 設計・工事期 

図 5-[B]より, 設計期に入ると，当該建物の耐震性を

懸念する意見が挙がり，文社協は準備会のメンバーを

中心とした実行委員会に建築士を加え，改修ワーキン

ググループ（以下；改修 WG）をつくり，具体的な活用

内容と合わせて耐震補強の検討を進めた（写真 6）。そ

の結果，耐震性の向上には建物全体の補強が有効との

もと，改修範囲を広げ活用範囲を当初の2区画から 3区

画へと変更された（図 6）。それにともない当初の予算

を超えることがわかり，文京区からの補助金注 4)に加え，

実行委員会のメンバーである地元企業からは居場所を 

表 2 調査概要 
資料調査 

日付 2020 年 7月 22 日（水）〜10 月 1 日（木） 

対象 文社協からの提供資料 
内容 活用経緯／活用の流れ／計画図面 

聞き取り調査 
日付 2020 年 9 月 17日（木） 

対象 文社協の当該施設担当者 
内容 活用経緯／活用の流れ／建物所有者との関係性等 

現地調査 
日付 2020 年 11 月 12 日（木） 

対象 「氷川下つゆくさ荘」 
内容 空間的変化の把握／活用の流れ／活用開始後の動向 

 

改修前 改修後 

  

図 4 「こびなたぼっこ」改修前後の 1 階平面図［筆者作成］ 

■：居場所範囲 
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新サービスの実証実験の場とすることでの投資や，こ

れまで関与が少なかった建物所有者からも雨漏り等の

躯体の劣化に対する補修費用等，各々から調達できた

他，工事は地元の工務店（写真 7）に依頼することで経

費削減が図れたという。このように耐震補強が求めら

れたことで改修費用が増額したものの，居場所づくり

関係者構築が図れていたことで，多方面から資金調達

が実現したものと考える。 

図 5-[C]より，工事期では，劣化した 2階床梁の補強

工事を行うため，上階アパートの入居者の一時退去が

必要となったが，入居者が退去を拒否したことで工事

が一時中断した（写真 8）。この事態に当該建物の所有

者だけでは対処できず，文社協の協力の末，入居者の理

解を得ることができた。その他にも工事を進める中で

出てきた雨漏りによる躯体の劣化等の諸問題に対して

即座に改修 WGで検討できたことから，工事期ではあら

かじめ検討組織ができていたことで，スムーズなトラ

 
 

年月 
関係者 

実際の様子 
建物所有者 建物借用者 文社協 町会 地元企業 建築士 工務店 その他 

[A]
活 
用 
検 
討 
期 

2018 

1  活用検討を打診      

  
写真 5 準備会の様子 

 

写真 6 改修 WG の様子 

 
写真 7 解体調査の様子 

 
写真 8 施工現場の様子 

 
写真 9 イベントの様子  

2  
 

      
3  準備会①    

地域団体・ 
行政職員 
参加 

4  準備会②    

[B]
設 
計 
期 

5  実行委員会①：事例紹介・事例見学   

6 
活用内容 
への理解 

 活用内容 
を共有 

建物の安全性
を危惧 

   耐震診断 

7  改修 WG①：事業スケジュール案の検討 
 

 

8    
▼ 

    
9        
10  実行委員会②：空間の使い方検討(WS形式)   
11    ▼     

12  改修 WG②：既存建物の与件整理，WS 振り返り   

2019 

1  実行委員会③：場の使い方検討(WS形式)    
2    ▼     
3  改修 WG③：改修案の提示   

4    
▼ 

 
活用範囲の変
更を提案 
2 室→3 室 

  

5        

6  
改修 WG④：耐震補強方法と予算の検討 
→多額の改修費用が必要と判明 

  

7  改修費用を相談  出資を検討    
8         

9 
 改修工事の相談・依頼 

 

  改修工事 
依頼･相談 

 

 改修 WG⑤：工務店も含め初打ち合わせ  
10  改修 WG⑥：事業計画・設計の進行確認  

11 

改修費用 
一部を負担 

 改修費用 
を相談 

   解体調査より 
躯劣化発見 

 

2 階居住者に 
一時退去依頼 

改修 WG⑦：耐震補強の評点・部分解体スケジュール確認  

 実行委員会④：活動内容振り返り・運営上のルール確認    

[C] 
工 
事 
期 

12       着工  

2020 

1   2 階居住者 
を相談 

 

  2 階居住者 
退去せず 

 

2 
2 階修繕費 
出資相談 

     2 階からの 
水漏れ発覚 

 

3 
住民の 
宿泊負担 

 
      
      

4         

5         
6  実行委員会⑤：名前決め WS・運営上のルール確認 竣工 地域団体参加 

[D] 
活 
用 
開 
始 
期 

7  オープニングセレモニー   

8 
 活用開始    

  
｢氷川下子ども食堂｣ 

開始 
高齢者向け 

プログラム開始 
  

近隣大学の 
学生と連携 

9         

10   
町会主催「ハロウィン 

イベント」開催 
    

11  
実行委員会主催「秋の氷川下つゆくさ荘マルシェ」 
野菜・パン・刺繍作品など持ち寄りで販売    

12         

【凡例】■：準備会 ■：実行委員会 ■：改修 WG →：事柄の動態方向 ▼：内容の遷移 ※写真は全て文社協提供 

図 5 「氷川下つゆくさ荘」の整備プロセス図［筆者作成］ 

 

改修前 

 

改修後 

 

図 6 「氷川下つゆくさ荘」改修前後の 1 階平面図［筆者作成］ 

 

■：居場所範囲 
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ブル対応に繋がったという実態が捉えられた。 

③ 活用検討期 

図 5-[D]より，活用開始期である現在は，町会行事の

他，マルシェやバザー，子ども食堂等，単発の利用が主

となっている（写真 9）が，これらは実行委員会のメン

バーが中心となり企画・運営を行っているという。新型

コロナウイルスの感染が拡大している社会状況下でも，

スムーズな活用がなされた背景には，これまでの居場

所づくりの関係者構築があったからといえる。しかし，

運営資金は文社協による家賃補助や建物借用者による

資金援助により賄われており，今後は誰もが気楽に立

ち寄ることのできるカフェ機能の併設や定常利用を増

やす等，収益を増やし居場所として自立した活用を検

討しているという。 

以上より，本節では建物借用者の発意によって実現し

た居場所「氷川下つゆくさ荘」を対象に，3期に分けて

居場所整備の実態を述べてきたが，設計期の資金調達

や工事期のトラブル対応，活用開始期の運営状況から，

初動期である活用検討期における居場所づくりの関係

者構築が重要となるとともに，文社協が果たした支援

組織としての役割の重要性が明らかとなった。 

 

４. 居場所 2事例の整備プロセスの比較と評価 

本章では，前章で捉えた居場所 2事例の整備実態をも

とに，そのプロセスを比較・評価することで，居場所づ

くりの発意者ごとの特徴を整理する。そこで，事例ごと

に各期の整備実態の特徴と関係主体間の関わりを図化

したものを図 7-⑴に示すとともに，建物所有者または

居場所運営者へのアンケート調査（表 3）によって得ら

れた結果（表 4）をもとに 3 章の整備実態を踏まえて整

理したものを図 7-⑵に示す。以降は，これらをもとに

考察する。 

４.１ 活用開始期 

図 7-[A]⑴より，活用検討期では両事例とも文社協へ

の相談が契機となり，居場所づくりの検討が始まった

点が共通している。一方，「氷川下つゆくさ荘」の建物

借用者は，これまで別の居場所を運営しており，町会や

活動団体等の繋がりがあったことから，相談後も円滑

だったことがわかった。他方，こうした経験がない「こ

びなたぼっこ」の建物所有者は，初めての取り組みであ

ることから相談以降も時間を要したが，文社協の改修

費用への補助制度で前進したという。その結果，両事例

の活用検討期にかかった期間（図 7-[A]の図中）を比較

すると，活用検討に約 2 年も差が生じていることがわ

かった。 

表 4 建物所有者または居場所運営者へのアンケート調査の質問項目と回答結果  

質問項目 
①こびなたぼっこ ②氷川下つゆくさ荘 

所有者の回答 運営者の回答 運営者の回答 

[A] 
活 
用 
検 
討 
期 

a.活用検討段階での居場
所づくりへの不安 

不安でなかった 不安でなかった どちらでもない 
理由：当初は建物を貸与するだけと
考えており、コアメンバーとして運
営する側になる事は考えておりませ
んでした． 

理由：近所で知り合いだったため． 
 

b.文社協の居場所づくり
への信頼感や安心感 

かなりあった ややあった どちらでもない 
理由：居場所づくりについて、情報も
知識も無い中でのスタートで、全て
を文社協さんにお任せしていまし
た． 

理由：コーディネーターがしっかり
していたため． 

 

c.コアメンバー間での意
見の食い違い 

なかった なかった どちらでもない 

[B] 
設 
計 
・ 
工 
事 
期 

d.建物や改修費用等への
不安 

建物の構造、改修費用に不安であっ
た 

建物の構造、改修費用、建物の使い方
に不安であった 

建物の構造に不安であった 

理由：補助金の限度額内でとても収
まるとは思わなかった． 

理由：特になし 理由：特になし 

e.建物の特徴を活かした
改修 

十分にできた 
  

理由：改築を依頼した担当者が古い
建物や様式に造詣が深く、様々なア
ドバイスを頂き、出来上がりも満足
でした． 

[C] 
活 
用 
開 
始 
期 

f.コロナへの不安 不安であった 不安であった 不安でなかった 

理由：多くのやりたいアイデアが出
ましたが、コロナ禍で実現可能なの
か不安はありました． 

理由：どの位人が集まるか心配あり 理由：コロナ禍というのは世界・日本全国同じこと．この場所だけの課題
というわけではない．行政などと一緒の規制の中で活動をしてきたので、
不安はなかった．  

そ 
の 
他 

g.所有者参加・不参加に
よる意見の言いやすさ 

 
かなり言いやすかった どちらでもない 
理由：知り合いだったから 理由：あまり気にしたことがなかった．大家さんがメンバーにいなくても

トラブルはなかったし、何かあれば協力してくれたので、メンバーではな
いが一緒にやってきた． 

h.所有者参加・不参加に
よるコアメンバー間の意
思決定の早さ 

 
かなり感じた 感じなかった 

理由：意思疎通がしっかりしていた 理由：大家さんがあまり細かいことを気にする方ではなかった．運営につ
いてはコアメンバーで協議して決定したようにやっていくということで
了承してくれていたし、お互いの中でルールを持っていたので支障はなか
った． 

i.所有者不参加によるコ
アメンバー間の不安 

  
不安でなかった 

理由：運営についてはコアメンバーに任せられていたため． 
j.これまでの居場所づく
りからイメージの変化 

かなりある ない かなりある 
理由：以前は、居場所について考える
ことが無かった．現実に、同じ地域に
住む人々の事を考えて、その人達や
必要性に近づける様な居場所づくり
が出来るか考える様になった． 

 
理由：地域の人が集まる場所ということのイメージは変わらない．しかし
最初にイメージしていたことが、それ通りにできるとは限らない．その時
その時で変化していくので、運営について感じていることを、コアメンバ
ーそれぞれが細かく話してきた．コロナなどのトラブルがあっても、形を
工夫すれば人が集まることがわかってきた． 

 

表 3 調査概要 
アンケート調査 

日付 2022 年 12 月 8日（木）〜2023 年 1 月 10 日（火） 
対象 「こびなたぼっこ」の所有者・運営者 

「氷川下つゆくさ荘」の運営者 

内容 ［発意者の居場所づくりの経験の有無／文社協の居場所づくりの進め方／
コアメンバー内での意見の相違／築 60 年の空き家等の活用／建物の改修
内容や費用調達／コロナ禍での開業 等］の約 20項目について，所有者・
運営者ごとに 3段階または 5段階で評価 

 

■：居場所範囲 
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しかし，図 7-[A]⑵をみると，どちらも建物所有者・

居場所運営者の評価が高く，中でも時間を要した「こび

なたぼっこ」では，コアメンバーが近所の知り合いであ

った点と文社協の協力に信頼を置いていた点が理由と

して挙げられたことから，活用検討期においては運営

経験がなくとも関係者間の繋がりや，文社協のような

支援団体の協力体制の重要性を捉えた。 

４.２ 設計・工事期 

図 7-[B]⑴より，設計・工事期では両事例とも改修費

用を抑えるため，設計施工一貫により経費削減が見込

まれる地元工務店に依頼した点が共通している。その

中「こびなたぼっこ」では，内装を簡素化したことで，

欄間や精米機等の元米屋といった既存建物の特徴を活

かした改修となったが，建物所有者がコアメンバーで

あったため意思決定も早く要した期間は 6カ月だった。

一方，建物所有者がコアメンバーでない「氷川下つゆく

さ荘」では，建物の構造に地域住民から不安の声が上が

り，構造補強を行うため高額な工事費を要したが，建物

借用者が内装や備品費用を，町会が寄付金を，文社協が

補助金を，地元企業が社会実験の場として投資金をそ

れぞれ負担し合うことで約 2年の期間を経て実現した。 

そこで，図 7-[B]⑵をみると，両事例とも既存建物の

構造に対する不安があったというが，「こびなたぼっこ」

では補助制度の上限もあり構造補強を行わなかったも

のの建物の特徴を残すことができ，建物所有者は満足

していることがわかる。一方「氷川下つゆくさ荘」では，

構造補強に高額な費用を要し，また建物所有者がコア

メンバーでないものの意思決定に支障はなかったとい

い，長期間であったが地域住民の関係者らが協力し合

うことで実現に至った。このように設計・工事期では，

建物所有者の関与がなくとも，関係者間の連携と関係

者の意向に応じた改修計画が重要であることを捉えた。 

４.３ 活用検討期 

図 7-[C]⑴より，活用開始期ではコロナ禍の影響によ

り，どちらも居場所の活動に制限がかかっているが，文

社協からの運営補助により活動を継続している。その

■：居場所範囲 

 [A]活用検討期 [B]設計・工事期 [C]活用開始期 

①
こ
び
な
た
ぼ
'
こ 

⑴
整
備
プ
ロ
セ
ス
の
把
握 

整
備
実
態
の
特
徴
と
関
係
図 

・建物所有者は当該建物の隣地で商店を営み，高齢者の
ための居場所の必要性を感じていた中，文社協が実施
した居場所づくりの説明会に参加し相談が開始． 

・相談を受けた文社協は，町会や活動団体，PTA等の協
力者へ呼びかけ，居場所づくり検討ワークショップを
開催し，ここからコアメンバーが組織． 

・建物所有者はこれまで居場所の運営経験がなく時間
を要したが，文社協からの補助制度で計画が前進． 

・文京区の補助制度の他に，建物所有者の費用負担を
抑えるため，設計施工一貫の地元工務店に依頼． 

・建物改修では，欄間や精米機等の建物の特徴を残す． 
・当該施設は築約 60 年の空き家を活用しているため，
工事中のトラブルも多かったが，建物所有者がコア
メンバーであったことから，意思決定が円滑． 

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響にともない，
コアメンバー間の繋がりが希薄化． 

・新型コロナウイルス感染症拡大に伴う影響を受け，
活動に制限が掛かっていた． 

・単発的な活動に留まっているが，建物所有者自らが
主体的に居場所の周知活動を実施． 

・文社協から運営補助を受けながら，建物所有者を含
むコアメンバーが協働して居場所を運営． 

   

⑵
所
有
者
・
運
営
者
の
評
価 

〇〇  建物所有者と居場所運営者ともにこれまで居場所
づくりの運営経験やそのノウハウはなかったが，コ
アメンバーが近所の知り合い同士であったことと
文社協の協力に信頼を置いていたため，居場所づく
りを進めていくことに不安はなかった．[a,b] 

〇〇  建物所有者はコアメンバーに参加しており，居
場所運営者と知り合いで意見しやすく意思決定
が早かった．[h] 

××  新型コロナウイルス感染症拡大に対し不安であ
った．その理由として，建物所有者と居場所運営
者ともに多くの活動アイデアが生まれたもの
の，その実現性や集客が見込めるか等について
あげられた．[f] 

〇〇  建物改修について，建物所有者は欄間や精米機
等といった建物の特徴を残すことが出来たこと
に対し非常に満足であった．[e] 

〇〇  建物所有者と居場所運営者との間で，建物の活用方
針に意見の食い違いは発生しなかった．[c] 

××  建物所有者と居場所運営者ともに築60年以上の
建物の構造に不安があった．[d] 

××  建物所有者は建物の改修費用がどの程度か，補
助金の限度額に収まるのか不安であった．[d] 

②
氷
川
下
つ
ゆ
く
さ
荘 

⑴
整
備
プ
ロ
セ
ス
の
把
握 

整
備
実
態
の
特
徴
と
関
係
図 

・建物借用者はこれまで病院の一角を利用した別の居
場所を運営していたが，運用の課題ならびに居場所活
動の拡大から，病院向かいの当該建物を活用． 

・すでに繋がりのあった文社協に相談し，文社協は町会
や活動団体の他，民間企業や行政等に幅広く呼びか
け，居場所づくりの検討に向けたワークショップを開
催し，ここからコアメンバーが組織． 

・地域住民から建物の耐震性を心配する声が上がり，
建築士を加えた検討会で構造補強の検討が行われ，
補強範囲の拡大により活用範囲も拡大． 

・活用範囲拡大により工事費が当初の想定額を上回
り，更なる資金調達が必要となったため地元製薬会
社や建物所有者が補強費用の負担を行い，地元工務
店に依頼することで経費削減が実現． 

・新型コロナウイルス感染症拡大に伴う影響を受け，
活動に制限が掛かっていた． 

・子ども食堂，高齢者向けの運動プログラム，町会内
の季節のイベント等を実施しており，コロナ禍でも
活動プログラムが持続的に展開． 

・コミュニティカフェの併設を通して定常利用を増や
し，居場所の利益で自立した施設運営を目指す． 

   

⑵
所
有
者 

・
運
営
者 

の
評
価 

〇〇  居場所づくりを始めるにあたっての不安や問題点
等は特に発生しなかった．[a,b,c] 

〇〇  建物所有者はコアメンバーでなかったが，協議
した内容に協力的で意思決定に支障はなかっ
た．[g,h,i] 

〇〇  新型コロナウイルス感染症拡大に対し，不安は
なかった．その理由として，行政等と一緒に同じ
規制の中で活動してきたため．[f] 

××  居場所運営者は築約 60 年の建物の構造に不安が
あった．[d] 

注）[ ]内は表 4の質問項目の対応． 

図 7 研究対象 2 事例の整備実態の特徴と所有者・運営者の評価の比較［筆者作成］ 
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中「こびなたぼっこ」では，単発的な活動に留まってい

たものの，建物所有者自らが積極的に周知活動を行い，

少しずつだが活動を広げている。一方，「氷川下つゆく

さ荘」では，発意者である建物借用者を中心とした運営

メンバーらの協働により，現在では自立した運営を目

指し，活動が持続的に展開されているという。 

そこで，図 7-[C]⑵をみると，特に不安がなかったと

いう「氷川下つゆくさ荘」に対して，「こびなたぼっこ」

ではコロナ禍で活動アイデアは多く生まれたものの，

実現性や集客等に不安があったといい，このことから

も活用開始期では，建物所有者の主体的な行動や，行政

や支援団体との連携が重要となることを捉えた。 

 

５. まとめ 

本研究の成果をまとめると以下のようになる。 

① 「こびなたぼっこ」では，当初居場所の存在すら

知らなかった建物所有者が発意した中，支援組織

である文社協の一貫した関係者への働きかけによ

って円滑な居場所整備を推進したとともに，その

進展にともない建物所有者の主体性が向上すると

いった実態を捉えた。（3 章 1節） 
② 「氷川下つゆくさ荘」では，建物借用者が発意し

たにも関わらず，大幅な改修内容が求められるも，

設計期の資金調達や工事期のトラブル対応，活用

開始期の運営状況から，「こびなたぼっこ」と同様

に，文社協が果たした支援組織としての役割の重

要性が明らかとなったとともに，初動期である活

用検討期における関係者間の関係構築が重要とな

る実態が捉えられた。（3 章 2節） 

③ 「こびなたぼっこ」と「氷川下つゆくさ荘」の 2事

例の比較・分析を通して，活用検討期では運営経

験がなくとも関係者間の繋がりや文社協のような

支援団体の協力体制，設計・工事期では建物所有

者の関与がなくとも，関係者間の連携と関係者の

意向に応じた改修計画，活用開始期では建物所有

者の主体的な行動や行政や支援団体との連携が重

要となることを捉えた。（4 章） 

 
６. 発意者からみた「地域の居場所」の整備方策の可能

性 

以上を踏まえ，発意者からみた「地域の居場所」の整

備方策の可能性を述べて結びとする。 

「こびなたぼっこ」のように，空き家の所有者が支援

団体（文社協）からの働きかけにより居場所づくりを知

り，その活動に踏み出したことから，特に居場所づくり

の初動期である活用検討期では，文社協のような支援

団体の介入とそれによる協力体制づくりが重要であり，

これにより活用検討の円滑化が図れるといえる。 
次に，具体的な空き家等の改修に入る設計・工事期で

は，建物自体に関わることになるため，「こびなたぼっ

こ」の建物所有者の直接的な関与が居場所づくりの円

滑化に繋がるものの，「氷川下つゆくさ荘」のように，

建物所有者の与が少ない場合であっても，関係者間で

協力し資金調達を行うといった連携に加えて，関係者

の意向に応じた改修計画を行うことで，発意者の高評

価に繋がる居場所整備の実現が可能といえる。 
そして，居場所の運用が始まる活用開始期では，どち

らの事例もコロナ禍での居場所開設となり制限も多い

中，「こびなたぼっこ」のような居場所づくりの発意者

である建物所有者の主体的な行動や，行政・支援団体と

の連携を引き続き継続することが重要であり，これに

より活動の継続性に繋がるといえる。 
今後は，さらなる事例収集を行うとともに，本研究で

行なった検証を繰り返していくことで，遊休建物の地

域的活用が推進されることを期待したい。 
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注 
注 1) 社会福祉法に基づき「地域福祉の推進」を目的に，全国・都道府県・

市区町村のそれぞれに組織されている非営利の民間団体を指す。 
注 2) 町会や自治体等を単位とする小地域において，福祉活動を推進・支援

するための組織をいう。 
注 3) これら 2 事例は，筆者が助言者として計画に関わっており，より正

確かつ詳細な情報が得られる点も踏まえ，本研究対象として相応しいと

判断した。 
注 4) 文社協が定める居場所の機能分類として，活動の種類の全 12種類中

1～3種類の場合を「単機能」（月に 1～2 回程度の活動），4～7種類の

場合を「中機能」（週に 1回，月に 3回程度の活動），8～12種類の場

合を「多機能」（週に 3 日以上の活動）の居場所とされている。なお，

本研究対象の 2 事例は「多機能」の居場所に分類され，多機能型の居場

所では運営費用の他に，施設整備費用として上限金額 250万円まで補助

される。      
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